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徳
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
六
合
同
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

一
、
八
五
七
、
九
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社

千
葉
県
柏
市
若
柴
一
七
八
番
地
四
柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｋ
Ｏ
Ｉ
Ｌ

五

落
札
金
額

五
千
百
六
十
八
万
二
千
九
百
七
十
六
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
万
代
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
（
電
力
量
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来

の
電
力
で
あ
る
こ
と
。
）

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
六
三
九
、
九
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社

千
葉
県
柏
市
若
柴
一
七
八
番
地
四
柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｋ
Ｏ
Ｉ
Ｌ

五

落
札
金
額

九
千
九
百
七
万
六
千
百
四
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
消
防
防
災
航
空
隊
及
び
徳
島
県
警
察
航
空
隊
ほ
か
十
八
施
設
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

四
、
六
六
二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
電
力
株
式
会
社

香
川
県
高
松
市
丸
の
内
二
番
五
号

五

落
札
金
額

一
億
三
千
五
十
三
万
千
二
百
八
十
二
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
課
鳴
門
庁
舎
ほ
か
二
十
二
施
設
で
使
用
す

る
電
気
調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
○
七
五
、
九
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
電
力
株
式
会
社

香
川
県
高
松
市
丸
の
内
二
番
五
号

五

落
札
金
額

八
千
六
百
七
十
万
九
千
七
百
一
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

四
、
四
七
二
、
一
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

仕
様
書
に
よ
る
。

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社

千
葉
県
柏
市
若
柴
一
七
八
番
地
四
柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｋ
Ｏ
Ｉ
Ｌ

五

落
札
金
額

一
億
二
千
三
百
七
十
七
万
千
四
百
七
十
三
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

住
所
又
は
事
務
所

名

称

委
託
し
た
公
金
事
務

指
定
年
月
日

委
託
年
月
日

の
所
在
地

公
益
社
団
法
人
徳
島
県

徳
島
市
新
町
橋
二
丁

と
く
し
ま
輸
出
バ
リ
ュ
ー

令
和
七
年
十

令
和
七
年
十

産
業
国
際
化
支
援
機
構

目
二
○
番
地

チ
ェ
ー
ン
構
築
強
化
支
援

一
月
四
日

一
月
四
日

金
の
支
出
事
務



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
者
を
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
二
条
の

二
の
二
十
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
も
の
以
外
の
歳
入
等
の
指
定
納
付
受
託
者
と
し
て
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

イ
オ
ン
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一
番
地

令
和
八
年
一
月
五
日

ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株

同

内
幸
町
一
丁
目
二
番
二
号

同

式
会
社




